
■概  要  河川敷地占用許可に係る規制が緩和され、平成23年4月から都市及び地域の 
      再生等に資する目的で民間事業者が河川敷地を利用できるようになりました。 
       埼玉県では、この制度を活用して水辺空間に「新たな魅力」と「賑わい」を 
      創出する「水辺空間とことん活用プロジェクト」を推進しています。 
  

■利用方法 オープンカフェ、イベント広場、バーベキュー場、移動販売、船着場など 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
  

■場  所 埼玉県が管理する一級河川（151河川）の区域 ※ 治水上支障のない区域に限る。 
       （参照「埼玉県河川図」の青色の河川）  
  
■許可期間 １０年以内（更新も可能） 
  
■ポイント    ① 市町村等が中心となり協議会を設置します。 
        (場所や営業内容等に関する”地域活性化の方針”を地元等と調整します。) 
       ② 地域振興のために営業活動できる区域（都市・地域再生等利用区域）を知事（河川管理者）が 
         指定します。 

      ③ 占用者が民間事業者等へ貸し出します。 ※本県では、原則、市町村等公的団体が占用者となります。       
  

■手続きの流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■問い合せ先  埼玉県県土整備部水辺再生課 総合調整・地域連携担当  
                      電話０４８－８３０－５１１２(直通)               
         制度等の詳細については、埼玉県水辺再生課ホームページをご覧ください。 

水辺空間とことん活用プロジェクトについて 
埼玉県 
彩の国 

  区分 占用施設の例 占用料 

1 
建物の敷地の 
用に供する土地 

飲食店、売店、 
オープンカフェ等 

年額 
360円/㎡ 

2 
工作物の敷地の
用に供する土地 

移動販売車、簡易販売施設 
（テント、屋台等）、自動販売機 
飲食店等に付帯する軽易な 
設置物（イス、テーブル等） 
イベント施設、洗い場、便所等 

年額 
160円/㎡ 

3 
河川敷地を原形 
のまま占用させる
土地 

広場、キャンプ場、バーベキュー場
及びこれらに附属する駐車場等 

年額※ 
1500円/a 

○河川占用料 

※1a（ｱｰﾙ）=100㎡、端数はa単位で切り上げ 

入間川（飯能市） 

河川管理者（埼玉県） 

協議会 

施設使用者（民間事業者等） 

河川占用料 
納入 

河川法 
許可申請 

河川法 
許可 

河川占用料 
相当額納入 

選
定 使用契約 

占用者 （市町村等） 

大落古利根川（春日部市） 

イベント広場 

移動販売 

バーベキュー場 

横瀬川（横瀬町） 

新河岸川（志木市） 

都幾川（ときがわ町） 

※ 活用イメージ 

オープンカフェ バーベキュー場 

船着場 

※ 活用イメージ 

都幾川（ときがわ町） 



都市・地域再生等利用区域における占用許可手続き等の流れ 

市町村 
河川管理者 

公表（ホームページ等） 

県土整備事務所 水辺再生課 

受理 進達 

通知 
関係書類
保存 

通知 

占用開始 許可 

否 適 

否 適 

 
 
河川利用調整協議会  
 

（事務局） 
    市町村  
（主な構成員） 
    地域住民 
      商工関係者 
          観光関係者 
    河川関連団体 
    県など 
 （主な役割） 
   ・地域活性化の 
    方針の検討 
   ・施設使用者募集 
    、選定方法等 
    の検討 
   ・その他必要事項 
    の検討 
 

都市・地域再生等利用区域の指定 

（※都市・地域再生等占用方針策
定・占用主体の指定を含む。） 

施設使用者と占用施設 
に係る使用契約を締結 
 （河川管理者に報告） 

受理・審査 

準則第３から第６までの
基準に適合 

審査 都市・地域再生、及び 

河川敷地の適正利用に
適合 

占用許可 
申請 

都市・地域再生等利用区域の
指定等に関する要望書提出 

制度を活用した地域活性化 
候補地の有無 

意向調査（候補地調査） 

河川利用調整会議等を活用して地
域の合意を確認 

施設使用者募集・ 
選定方法等の決定 

有 無 

地域活性化の方針（原案） 
 ・目的、・場所、 
 ・営業内容、 
 ・組織形態など 

地域活性化の方針の決定 

河川利用調整協議会 
設置（市町村） 

施設使用者の募集・決定 

報告受理 

協議会等の設立参画について説明 
（ヒアリング、現地調査等） 

河川管理者 

占用者（市町村等）  （準則６号第一項） 

施設使用者 

河川 
占用料 
納入 

河川法 
許可 
申請 

河川法 
許可 

河川 
占用料 

相当額納入 

選定 
使用契約 

市町村 河川利用調整協議会 

情報共有 市町村設置 


